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発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関する調査研究 

－要約版－ 

 

調査研究の目的 

 発達障害者については、平成１７年４月から発達障害者支援法が施行され、就労に関す

る支援が行われるよう必要な措置を講じることが国及び地方公共団体の責務とされる（第

３条第２項）とともに、国は発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行う（第２４

条）とされた。 

 このため本調査研究では、発達障害のある人について、発達障害者支援センター等の関

係機関と連携した職業訓練受講ルートの確立及び障害に対応した職業訓練指導の在り方に

関して調査研究を行い、今後、発達障害のある人の就職促進に効果的な職業訓練が実施で

きるように訓練施設へ情報媒体としての「発達障害のある人の職業訓練ハンドブック」

（以下「ハンドブック」という。）を提供することを目的とする。 

 

研究結果の概要 

１ 「発達障害者に対する効果的な職業訓練事例集」の作成 

 社会的な理解の低い発達障害のある人への支援を考えるには、以下について明確にする

必要がある。 

 ・医学的見地からの発達障害の理解 

 ・就労支援において配慮すべきこと 

 ・現状で行われている発達障害のある人への職業訓練 

 ・必要な関係機関との連携 

 調査研究の初年度の平成１８年度は、これらについて次に示す段階を踏み「発達障害者

に対する効果的な職業訓練事例集」（以下「事例集」という。）の作成を実施した。 

 

（１）発達障害に係る専門家等で構成する研究会を開催 

  １２名の構成メンバーからなる「発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関

する研究会」（以下「研究会」という。）を開催し、各専門分野における情報の提供を受

け、具体的に調査すべき情報の洗い出しを行い、調査先の選定、調査の実施を経て、こ

れらの情報を基に執筆を分担した。 

  平成１８年度は、４回の研究会を実施し、主に次の内容について検討を行った。 

  第１回目：発達障害者に対する就労支援と職業訓練について 

  第２回目：ヒアリング調査の実施について 

  第３回目：ヒアリング結果と事例集の執筆分担について 

  第４回目：事例集の原稿決定について 
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（２）発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関するヒアリング調査 

  研究会の決定を受け、障害者職業能力開発校で訓練を受けた人や発達障害を持ち就労

している人等（６１名）を対象にヒアリングを実施し、具体的な事例を収集した。 

  ヒアリングを実施した対象を次に示す。 

  ａ 施設種別 

   ① 障害者職業能力開発校及び一般校６カ所（事例２５人） 

   ② 障害者の態様に応じた多様な委託訓練の委託先機関７カ所（事例７人） 

   ③ 知的障害高等養護学校及び養護学校高等部３カ所（事例３人） 

   ④ 高等学校２カ所（事例２人） 

   ⑤ 発達障害者を雇用している企業等３カ所（事例４人） 

   ⑥ 発達障害者支援センター等の支援機関７カ所（１０人） 

   ⑦ 大学研究補助２カ所（７人） 

   ⑧ 個人３人 

  ｂ 診断名別 

   ① 自閉症１８人（療育手帳１７人） 

   ② アスペルガー症候群１９人（精神障害者保健福祉手帳７人、療育手帳３人） 

   ③ 高機能自閉症１２人（精神障害者保健福祉手帳２人、療育手帳３人） 

   ④ 分類不可能な広汎性発達障害５人（精神障害者保健福祉手帳１人） 

   ⑤ 注意欠陥／多動性障害２人（精神障害者保健福祉手帳１人） 

   ⑥ 学習障害５人（療育手帳１人） 

  ヒアリング結果から、障害の特性に配慮した対応の事例を次に示す。 

 

発達障害のある人の特性に配慮した対応事例 

発達障害の 
ある人の特性 

本人に対する指導方法・訓練環境等の整備方法等の事例 

（１）障害についての受容ができていない場合 

就職について、まず本人の希望をしっかり受け止め、信頼関係を築いた上で現実
をフィードバックした。また、求職活動計画の確認と職種の決定などを、本人の
希望やニーズのみに巻き込まれることなく、障害者職業センターの職業評価を基
に行い、関係機関で情報共有することでマッチングを図った。 

① 働 く こ と の イ

メージつくり 

週一回、障害者手帳の理解、履歴書作成、HWの使い方等就職活動支援を実施する
就労ゼミを行い、本人の障害受容を促しながら、障害のクローズ／オープンのメ
リット・デメリットを伝え、障害者雇用枠での就職に納得するよう働きかけた。

毎週、一週間の評価点（良かった点）、反省点(改善点）及びその原因を自ら考
え反省し、職員、訓練生の前で発表させるとともに、グループ討議にてその原因
と対策を検討させ、障害の理解と今後の対策の立て方を身に付けさせた。 

② 障害についての

自己認知・自己

認識 

（得意、不得意

の理解） 
言語のみの介入では自己理解ができなかったため、具体的な作業、トラブルシュ
ミレーションを通じて自己理解を促進した。訓練場面では、自分の得意なこと、
苦手なことを理解するため、得意な科目と苦手な訓練科目を交互に行うよう時間
割を組んで実施した。また、実習を通じて本人ができることとできないことの自
己理解を促し、本人ができると思っていたことが実習でできないことが理解で
き、その後の訓練に効果があった。 
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③ 感情コントロー

ル、ストレスコ

ントロールがで

きていない場合 

母親に対して発達障害の行動特性等について時間をかけて説明し、本人に対する
理解を促すことにより、本人のストレスを軽減した。また、不定期に家族からの
相談があるので、毎月１回家族会を実施するとともに、電話等を用いて、受講者
の状況を家族へ報告したり、家族の考えを聞いたりした。 

（２）訓練の目的動機が保てない場合 

日々の訓練を通じて、高校卒業後は働くものだという認識を教えた。また、自己
表現の機会を多くし、自立する機会を多く経験させて、親に頼らないことを指導
し、親との連携により、本人が進んでいく道を間接的にフォローした。 

訓練の教科が始まる時に目標を示すとともに、教科の単元を細かく区切って、区
切りごとに作業を振り返らせるようにした。また、その時点で本人が行っている
ことを明確にし、目標との関係が分かるように役割表を表示し、目標を共有する
ようにした。 

就労に耐えられる体力と集団での適応力、就労態度を養うため、時間に追われ、
忙しい厨房作業の実習を行った。実習では、集団のルールや時間管理等の枠の設
定を明確化し、聴覚的・視覚的にわかりやすく伝えると同時に、自己評価を適切
にするための振り返りを定期的に行った。 

共同作業で、はがきの作成を行い、仕事を終えた後の達成感を習得させるように
した。 

① 就労することに

対する知識・経

験が乏しく、職

業イメージが持

てないことなど

から、就労意欲

が不足している 

作業日誌を導入し、本人が継続していることや、自分の習得状況をフィードバッ
クして、モチベーションの維持・向上を図った。 

本人と信頼関係を築いている指導員の下で訓練し、怒るところは強く怒るように
した。また、反復訓練、声かけにより、生活訓練での忘れ物が低減した。 

② 休み、遅刻、さ

ぼりが多い 

休憩時間が終わる時間をメモにして本人に渡したり、保護者に家を出発する時間
を管理してもらったりした。 

作業中は個人スペースになるよう、座ると隠れる程度の高さのパーテーションで
区切り、他者との作業ペースの比較や他者の評価をさせないようにした。また、
授業中に指名して回答を求めるなど、緊張させるような場面を作らないようにし
た。 

訓練実施上の担当者と、生活指導の担当者を決め、本人の味方であることを示し
て信頼関係を築き、質問や相談がしやすいように配慮した。 

③ 自信が乏しく、

常に不安を感じ

てしまう。前向

きに取り組めな

い 

職業カウンセラーによる相談を週１回実施し、生活相談も含め広く訓練中には言
えないことを相談できるようにした。委託訓練においては、２週間に１回程度、
委託元の能力開発校の担当者によるカウンセリングを実施した。 

何事もやらせてみて、話を聞いてあげて、小さな成功体験や達成感を積み重ねる
ことで、自信の回復を促した。また、失敗のない作業を一定時間行うことを定期
的に評価することで、前向きな就労イメージを作った。 

怒ったり、力で押さえつけるような教育はせず、焦らずにゆっくりしたペースで
作業ができるように配慮し、本人の気持ちに共感しながら、サポートするように
見本を見せながら部品の組立を行い、持続力、集中力、やり遂げる力の習得を
図った。 

作業の進捗が順調かどうか、必要以上に確認を求めてくる場合は、自信がつくま
で指導するようにした。 

対人関係に不安を感じている場合、他人からの評価について、「他の人があなた
のことをこんな風に褒めていたよ」と説明することにより、安心して人間関係を
作れるよう促した。 

極度に緊張しやすいため、訓練日課終了時の発表の順番を後回しにして欲しいと
希望したが、実際の職場ではそのようなことはできない旨を理解させ、自分の順
番が来たら発表するように訓練した。 

③ 自信が乏しく、

常に不安を感じ

てしまう。前向

きに取り組めな

い 

メールによる日常生活に関する相談に対して、リアルタイムでの返信に配慮し、
日々のストレスの回避を心がけた。 

（３）ルール・マナーが理解され難い場合 

① 自分の行動が相手にどのような印象を与えて

いるのかを感じたり、行動を修正することが

苦手である（独り言、ニヤつき、体ゆすりな

ど、特異な行動をしてしまう） 

表情、態度、言い方などを含めて「どのようにすべき
か」具体的に教え、うまくできたら誉めるようにした。
社会的な場面と適切な行動とをセットで文章等で伝える
ようにした。 



― 4 ― 

本人が起こしたトラブルについて、原因、背景、対処方法について、きめ細か
く、分かりやすくその度ごとに指導し、妥協することや強調することを学ばせ
た。 

技能的に本人よりも優れている年配の訓練生からの指摘により、トラブルを起こ
してしまったことを気付かせる工夫をした。 

② 自己中心的で攻

撃的になってし

まう 

訓練カリキュラムにスポーツを取り入れて、協調性を学ばせた。 

通勤時のラッシュを避けるため、遠回りして座って通校できるように配慮してい
る。 

１クラス５人の少人数のコースとして、個々の進捗状況に合わせたペースで訓練
をした。 

職場に安心して入っていけるような場と人との関係を作ることを学ばせた。 

集団での授業に対応できない時は、耳栓をしたり教室から出るようにするなど、
適応する方法を学ばせた。 

③ 集団に入ること

ができない 

知的障害対象の集団指導にはなじめなかったため、途中から個人指導に変え、そ
の後、比較的個人作業の多いOAパソコンコース（身体障害者対象）での訓練に切
り替えた。 

対人関係スキル向上のため、グループ支援を通じて、同じ発達障害の人同士で対
人関係を学ぶ場を定期的に実施した。 

職場を想定して、多くの人とコミュニケーションがとれるよう、訓練カリキュラ
ムごとに別の指導員が担当した。 

④ ソーシャルスキ

ルが苦手である 

担当との交換日記やメールのやり取りを通じて、自分の気持ちの表現方法を身に
付けさせた。 

（４）職業訓練中の指示が理解され難い場合や意思疎通が図りにくい場合 

作業指示は、決められた担当者が対応し、新しい仕事のやり始めは付きっきりで
見ているなど、レベルをゆっくり上げてゆき、声かけを頻繁にしてきめ細かい支
援をした。あやふやな指示では作業ができないため、常に具体的な指示を心がけ
た。 

①

１

コ ミ ュ ニ ケ ー

ション（抽象的

な言葉の理解）

が苦手である 

視覚化すると理解しやすいので、絵や写真を活用した手順書を作成し、良い例と
悪い例を対比して一つ一つの作業を確認した。知的障害者用のテキストを使用し
た。 

担当との交換日記やメールのやり取りを通じて、自分の気持ちの表現方法を身に
付けさせた 

①

２

コ ミ ュ ニ ケ ー

ション（話し言

葉での理解や表

現）が苦手であ

る 

ＰＤＡの会話補助ソフトや携帯電話をコミュニケーションの代替手段として活用
した。 

① 

３ 

コ ミ ュ ニ ケ ー

ション（同時に

複 数 の 情 報 処

理、早い情報処

理）が苦手であ

る 

仕切りなどの物理的な環境の整備により、一人で作業できる空間を用意し、作業
指示は各自の能力に合わせてパソコンからメールで行い、サーバー上に各自の
フォルダを設けて作業をした。作業指示は、文章をできるだけ短く、具体的にす
るよう心がけた。 

② 状況判断が苦手

で適切な行動が

とれない 

連絡、相談、報告の場面を多く設定し、反復訓練し、不適切な行動をした場合に
はその場で注意し、適切な職業行動を促した。 

集中すると自分の世界に閉じこもり、頑張り過ぎてしまうので、目で見て分かる
作業の進行表を作成し、本人にチェックさせながら進めた。 

つまずいた時に、すぐにつまずいていることを遠慮せずに伝えることを徹底し、
進捗状況の把握を細かく行った。 

どの仕事を優先するのか、優先順位の考え方を学ばせた。 

工程ごとに視覚的に分かりやすくした手順書を見せたり、訓練開始前に作業手順
を覚えているか確認した。また、作業手順については、一見非効率に見えても、
安全の確保や仕事の遂行の上で必要なことを説明した。 

③ 作業手順を勝手

に決めて進めて

しまう 

作業内容を分解して、一つずつその工程がやれるように指導し、作業する時の本
人の理解度や作業後の出来上がりの確認に配慮した。 
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スケジュールを視覚化して提供するとともに、ビッグマック（音声再生型の会話
補助装置）などを活用した。 

仕事を教わること、やってみること、確認を求めること、覚えること、飽きずに
正確に行うことを様々な作業を通し反復して身に付けるようにした。 

手順書をすぐ見れるように手元に配置し、自由に繰り返し学習ができるようにし
た。また、自分で手順書を修正させた。口頭の指示を少しずつ増やした。 

④ 注意されたこと

などを、すぐに

忘れてしまう 

作業指示を細分化して、具体的な例を挙げて指示した。作業訓練の繰り返しを徹
底した。 

タイムタイマー、タイムログを活用した。 ⑤ スケジュール管

理が苦手（締切

りに間に合わな

い） 

作業が遅れているようなら、本人に話を聞いたり作業内容や機材にトラブルがな
いかを調べるようにした。 

（５）注意力・集中力が保てない場合 

飽きないように単純作業の反復を減らし、極力、応用的な課題を中心に設定する
など、個別に目新しいことをさせるようにした。また、余計なことを考える時間
を与えないように、達成目標を与えて実施した。 

課題は本人自身ができているかどうかがすぐに分かる明快なものを心がけた。 

① 長時間の作業に

従 事 で き な い

（持続力が乏し

い、見通しが持

てずに不安） 

作業手順書により、注意が途切れてもやり残しを防げるように訓練した。 

集中しやすいように座席を前や端にしたり、隣を空席にしたりした。 

注意が散らないように単独作業になるよう配慮し、話しかけないようにしてい
る。また、作業用具を作業場近くに配置し、移動を少なくしている。 

おしゃべりが一方的で止まらないので、休憩を取る時間と場所が他のスタッフと
重ならないように工夫した。訓練をしないで話をしたがるので、個別カウンセリ
ングに多めの時間を要した。 

② 人とおしゃべり

が止まらない 

暇な時間を作らないように、常に作業を与えるようにし、人にちょっかいを出さ
ないように指導した。 

初めは集中できなくても、あえてブラインドを全開にするなど、実際の職場環境
に慣れるよう訓練した。 

③ 特定の刺激に過

敏に反応してし

まう 本人の集中を妨げないよう、ノイズキャンセリングヘッドフォンやパーテーショ
ンで環境整備をするとともに、周囲の展示物なども最小限にした。 

（６）環境の変化に対応できない場合 

環境の変化をなるべく少なくするため、パソコンの変更や席替えを極力避けた。

訓練場面を職場、指導員を課長、同じ受講生を同僚として、実際の職場を想定し
た訓練を実施した。また、時間に追われる感覚を身に付けるためにベルトコンベ
アを使った作業や、タイムカード、個人ロッカーの管理など会社を模した環境で
訓練を実施し、訓練中に失敗経験を積む中で対応策が見出せるように訓練した。

実際の企業就労場面で活用できないような訓練環境の物理的構造化はあえて行わ
ず、今できる作業を少しずつ複雑にしていくことで、できることを増やしていっ
た。 

① 習得した技術を

実践場面で活用

できない 

職場環境を模しての訓練は、実際の職場での作業方法等が訓練環境と異なってい
た場合、かえって混乱を招くことがあるので、作業内容に配慮した。 

注意をするとパニックを起こしてしまうので、落ち着かせるよう個別に注意をし
た。目に余るほど反抗的な時は、家族に連絡し、訓練の継続可能性などについて
相談するとともに、家庭での注意をお願いした。 

② パニックをおこ

す 

図書室の一部に落ち着ける空間を設けた。 

書字の問題があるため、喫茶接客業務を通じた訓練において、書字の負担を少な
くするため、文字（数字）を記入する部分を省き、該当する物に○をし、注文の
個数も○の数で表現する注文票を採用し、時間縮減と注文ミスの削減を図った。

（７）読み、書
き、計算が部分的
に困難な場合 

漢字が苦手なので、集配業務において、ＰＣの漢字ソフトを利用させるととも
に、マニュアル、座席票、掲示物などはひらがなにした。また、それでも分から
ない時のために、「分からないものボックス」を作り、わからないものはそこに
入れることにより指導員が個別に対応するようにした。 
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（３）「発達障害者に対する効果的な職業訓練事例集」の作成 

  研究会での検討を踏まえ実施したヒアリング調査内容を基に下記について整理した。 

① 発達障害のある人に対する職業訓練事例の収集・整理及びそれに基づく職業訓練

指導内容・方法に係る課題の抽出 

② 障害者職業能力開発校等における職業訓練実施事例の収集・整理、職業訓練指導

内容・方法に係る課題の抽出 

③ 障害者委託訓練における職業訓練実施事例の収集・整理、職業訓練指導内容・方

法に係る課題の抽出 

④ 発達障害のある人に対する就業支援事例〔広汎性発達障害（自閉症、アスペル

ガー症候群）、注意欠陥／多動性障害、学習障害〕から職業訓練に係る留意事項や

職業訓練ノウハウを抽出 

  これらを基に研究会委員にそれぞれの専門を生かした項目を執筆いただき、事例集を

作成した。 

 

２「発達障害のある人の職業訓練ハンドブック」の作成 

 平成１９年度は、事例集の内容を基に、下記の骨子についてまとめるにあたり不足して

いる情報を追加収集し、研究会委員の知識・経験を加え、発達障害のある人の職業訓練を

一般的な職業能力開発施設において新たに実施していく上で、何らかの手がかりとなるハ

ンドブックの作成を実施した。 

① 「発達障害」とは 

② 発達障害のある人の就労について 

③ 発達障害のある人に対する職業訓練について 

④ 「発達障害」をより良く理解するために 

 

（１）発達障害に係る専門家等で構成する研究会を開催 

  前年度に引き続き研究会を開催し、ハンドブック内容を充実するための情報提供を受

け、さらに不足している情報の洗い出しを行い、調査先の選定・調査実施後これらの情

報を基に執筆を分担した。 

  平成１９年度は、４回の研究会を実施し、主に次の内容について検討を行った。 

  第１回目：発達障害のある人の職業訓練ハンドブック項目について 

  第２回目：ヒアリング調査の実施について 

  第３回目：ヒアリング結果とハンドブック原稿について 

  第４回目：ハンドブック原稿の承認 
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（２）ハンドブック内容の充実のためのヒアリング調査 

  平成１９年度は、「発達障害のある人の職業訓練ハンドブック」作成のための情報収

集を目的として１１件のヒアリングを行った。 

  ヒアリングを実施した対象を次に示す。 

  ① 職業能力開発施設２カ所（愛知県、新潟県） 

    （平成１９年１０月から先行して発達障害のある人の職業訓練を開始した職業能

力開発施設） 

  ② 障害者職業能力開発校２カ所（広島県、岡山県） 

    （既に発達障害のある人の職業訓練を行っている職業能力開発施設） 

  ③ 文部科学省大学１カ所（長野県） 

  ④ 東京都立養護学校２カ所 

  ⑤ 発達障害のある人を雇用している企業２カ所 

  ⑥ 発達障害のある人ご本人２件 

 

（３）ハンドブックの作成 

  収集した情報、各専門家の知識を基に先に述べた骨子について執筆いただき、ハンド

ブックを作成した。 

 

まとめ 

 ハンドブック完成に至るまで様々な施設、企業、障害者本人へのヒアリングを実施し、

発達障害について次のような課題が見えてきた。 

① 障害の特性が幅広く、特定の診断名での断定が専門家（精神科医）でも難しい。 

② 診断名からの障害特性が人によって違いすぎるためマニュアル化が困難である。 

③ 障害の特性に対しての対応は、それぞれの障害者で個別に決めていかなければな

らないため、全て個別指導となる。 

④ 一見しただけでは障害を持っていることが分からないため、初期段階での対応が

非常に重要となる。 

⑤ 繰り返しの対応が必要なため、忍耐と根気が要求される。 

 以上は、ほんの一部を述べただけで、実際に発達障害のある人への支援の際には、それ

を担当する者の人間性、指導の姿勢が全てを決定してしまうため、物理的な支援体制より

も、人的な体制の整備が他の障害のある人への支援よりも重要であると同時に難しい。 

 よって、これらを十分に理解した上で、取り組む必要があり、発達障害のある人への単

なる職業訓練機会の提供だけではなく、社会への参加、復帰を支援することを念頭に取り

組むことが大切である。 
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今後の支援の在り方 

 現在実施している離職者訓練の中にも発達障害のある人が受講している可能性は十分に

ある状況で、職業訓練指導員は発達障害についての知識を持ち、適切な対応を行うことが

必要・不可欠である。 

 また、社会的に十分な認知がなされてないため、発達障害のある人に対する偏見、特別

視、親への責任の転嫁など、さまざまな問題を抱えている。これら外的要因としての問題

の解決も発達障害のある人の社会的な自立を支援することと思われる。 

 本研究は、平成１８、１９年度の２ヶ年で終わるが、実際の支援体制はこれから築かれ

るものであり、職業訓練施設全体で職業訓練のみに限定せず、発達障害のある人にできる

支援をしっかりと考えていくことが重要である。 

 

＜参考＞障害に対する現在の法的な支援体制について下に示す。 

 平成１７年４月から施行された「発達障害者支援法」により、今まで法的な支援におい

て対象ではなかった人へ法律上の対応がなされるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「精神遅滞」という言葉は、国際疾病分類上の医学用語として用いられている。 

 

1

身

体

障

害

者

精

神

遅

滞

高
機
能

自
閉
症

自

閉

症 ア
ス
ペ
ル
ガ
ー

症
候
群

レット症候群そ

の他の小児期

崩壊性障害等

知的障害者

広汎性発達障害

精

神

障

害

者

学習障害（LD)

注意欠陥／多動性
障害（ADHD)

て

ん

か

ん

身体障害者

福祉法
S25.4.1

知的障害者福祉法 S35.4.1

障害者自立支援法 H18.4.1

発達障害者支援法 H17.4.1

精神保健福祉法 S25.5.1

障害者自立支援法 H18.4.1

精神及び行動の障害

神経系の

疾患
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＜参考＞発達障害の特徴を下に示す。 

 

 種

類 
症状 診断 原因 治療的対応 予後 

自閉性障害 小児自閉症で広汎性発達障害の中心的

障害。 

レット障害 女の子のみ発症、正常に発達した乳児

が、生後５～３０ヶ月までの間に、物をつ

かむなどの手の運動を失い、もみ手や手

洗い様の常同運動が出現し、対人関係

の障害を呈す。言語失調、歩行不全、体

幹の協調運動障害、小頭傾向、知的障

害重度、てんかん併発。 

小児期崩壊性

障害 

少なくとも２歳までの正常発達の後に、発

達退行（①言葉②遊び③社会的技能・適

応行動④排泄習慣⑤運動能力、の２領

域以上の能力が失われる）が生じ、自閉

的状態（①対人関係障害②コミュニケー

ション障害③制限された同じ動作の反復

④物・周囲への関心喪失、の２領域以上

の障害）となるが、他の広汎性発達障害

の単位障害または統合失調症では特定

できない。 

アスペルガー症

候群 

高機能（IQ70以上）の広汎性発達障害。 

1 

広
汎

性
発

達
障

害
 

特定不能広汎

性発達障害 

上記の診断基準を満たさない障害。 

・ レ ッ ト 障 害 の

多くは、ＭＥＣＰ

２ 遺 伝 子 の 突

然変異 

・他は、複数の

遺 伝 子 と 他 の

要 因 が 関 与 し

生 ず る 脳 機 能

障害が基盤 

・薬物治療法無し 

・保育・教育的方法、行動

療法的方法が治療的対応

の主体。早期発見が重要

（１歳６ヶ月児健診）で、母

親の関わりを励まし障害幼

児集団に導入する。その後

は、健常幼児集団と障害

幼児集団を並行利用し、発

達が良好なら健常幼児集

団を主とする。 

・広汎性発達障害児の１，

２割は思春期から成人する

までにてんかん発作を生じ

るため、脳波検査が必要。 

・攻撃的行動、自傷行為な

どの問題行動が生じること

があるので、原因特定困難

な場合は、環境の調整や

運動を多く取り入れるなど

の試行が必要。 

発達的変化は

生じるが生涯

にわたり持続

する 

軽度 

(IQ50-69) 

中度 

（IQ35-49） 

重度 

(IQ20-34) 

最重度 

(IQ20未満) 

2 

知
的

障
害

（
精

神
遅

延
）
 

特定不能 

(IQ測定不可) 

①知能指数ＩＱ７０未満 

②適応行動の水準が年齢の基準より明

らかに低い 

③発達期（１８歳未満）に発生する 

上記３項を満たす障害。 

・30%～40%は原

因不明 

・ 遺 伝 的 要 因

（先天代謝異常

や単一遺伝子

異常）5%、胎生

早期異常（染色

体 異 常 ・ 中 毒

等）30%、胎生期

か ら 周産期 の

問題10%、生後

の 感染 ・ 中 毒

5%、環境要因・

広汎性発達障

害15～20% 

  

3 

境
界

知

能
 

 知的障害ではなく、正常範囲（ ＩＱ85～

115）よりは低いＩＱ71～84の知能水準。 

原因不明（遺伝

的要因の可能

性あり） 

 

①読字障害 

②算数障害 

③書字表出障害 

Ａ．標準化された検査で測定された当該

能力レベルが、その子供の年齢・ＩＱ・教

育水準から期待されるものより十分に低

い。 

Ｂ．当該能力を必要とする学業や日常活

動を著しく損ねている。 

Ｃ．感覚器（視聴覚）の障害がある場合は

当該能力の問題は通常それらに伴うもの

より著しい。 

以上に該当する。 4 

学
習

障
害

（
Ｌ

Ｄ
）
 

④特定不能の学

習障害 

読字障 害 を 中

心に責任遺伝

子が関与してい

る可能性あり 

 

中枢神経系に

何ら か の 機 能

障害があると推

定される 

各単位障害の診断と各種

検査による評価に基づき治

療プログラムを作成し、段

階的に課題を達成する教

育的対応が主体。 

障害が子供の学習意欲を

失わせ、二次的に適応上

の問題を生ずることがあ

り、心理的支援が必要。 

注意欠陥/多動性障害を併

発する場合は、精神刺激

薬による治療が学習能力

の向上に有用な場合があ

る。 

成人期まで持続することも

あるが、早期発見と持続的

な教育的対応によって障害

の克服・代償が可能とな

る。 
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不注意優勢型

（不注意のみが

基準に該当） 

発達水準不相応の不適応的な不注意

（①ミスが多い②集中できない③話しかけ

られても反応がない④指示を遂行できな

い⑤まとめられない⑥根気のいることをし

たがらない⑦物を無くす⑧気が散りやす

い⑨忘れっぽい、の６項目以上が該当）。

多動性・衝動性

優勢型 （ 多 動

性・衝動性のみ

が基準に該当） 

多動性・衝動性（①着席してももじもじす

る②離席が多い③じっとしているべき状

況で動き回る④静かに遊べない⑤駆り立

てられるように動き回る⑥しゃべりすぎる

⑦質問が終わる前に答える⑧順番を待て

ない⑨他人の話や行動に介入する、の６

項目以上が該当）。 

5 

注
意

欠
陥

／
多

動
性

障
害

（
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ
）
 混合型（両方が

基準に該当） 

上記の両方または一方が状況に関わら

ず存在し、７歳以前に発症し、他の障害

によらない場合この障害と見なされる。 

ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘｰの

機能阻害が原

因 

 

ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘ：思

考や判断 な ど

の際に 必 要 な

情報を一時的

に保持・処理す

る記憶機能。短

期記憶の一種

とされる。 

・子供への教育的・心理的

側面からの支援 

・親への支援及び心理教

育 

・薬物療法は精神刺激薬

が中心 

年齢とともに

軽減する傾向

あ り （ 特 に 多

動性・衝動性）

成人しても10%

は持続してし

まい、60%に一

部症状が残る

表出性言語障

害 

①表出性言語能力（言葉を話す能力）が

非言語性知能及び受容性言語能力（言

葉を聞いて理解する能力）より十分に低

い②そのため学業・職業・コミュニケー

ションに困難が生じる③受容・表出混合

性言語障害や広汎性発達障害ではない

④知的障害、言語・運動や感覚の障害ま

たは環境刺激の乏しさがある場合はそれ

らに通常伴うものよりも言語の困難が過

度なことで診断。 

受容・表出混合

性言語障害 

①受容性及び表出性言語能力が非言語

性知能より十分に低い②そのため学業・

職業・コミュニケーションが困難③広汎性

発達障害ではない④知的障害、言語・運

動や感覚の障害または環境刺激の乏し

さがある場合はそれらに通常伴うものよ

りも言語の困難が過度なことで診断。 

音韻障害（発音

の 障 害 で 発 達

性構音障害とも

いう） 

①年齢や地域の言語にふさわしい発達

相応の言語音を使用できない②そのため

学業・職業・コミュニケーションが困難③

知的障害、言語・運動や感覚の障害また

は環境刺激の乏しさがある場合はそれら

に通常伴うものよりも言語の困難が過度

なことで診断。 

6 

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
障

害
 

吃音症及び特

定不能のコミュ

ニケーション障

害 

①話し言葉の正常な流暢さと時間的な構

成に障害がある②そのため学業・職業・

コミュニケーションが困難③言語・運動や

感覚の障害がある場合はそれらに通常

伴うものよりも話し言葉の困難が過度な

ことで診断。 

不明（遺伝的要

因、環境的要因

が想定される） 

表出・理解などに関する問

題について行動療法で対

応。 

心理的問題、自尊心の低

下も希でなく、子供や親へ

の心理的サポートも重要。 

表出語のみの

障害は予後が

良 く 、理解あ

るいは表出と

理解の双方に

障害のあるも

のは予後がよ

り不良。 

音韻障害と吃

音症では軽度

のものは自然

に改善する。 

7 

発
達

性
協

調
運

動
障

害
 

明確な麻痺は

なく、手指の微

細運動や四肢

と 体 幹 の粗大

運 動 に 重 い 協

調運動の障害

あり 

①協調運動を必要とする日常活動能力

が年齢と知能を考慮しても十分に低い 

②そのため学業や日常生活で明確な困

難がある 

③身体疾患や広汎性発達障害ではない 

④知的障害がある場合は運動の困難が

通常それに伴うものよりも過度である。 

不明（遺伝的要

因 と 周産期 障

害 が想定 さ れ

る） 

・微細及び粗大運動能力を

向上させる対応を行う。 

・運動能力の拙劣さは、子

供の自尊心の低下につな

がるので心理的支持も必

要。 

・青年期・成人

期まで持続す

るが、知的能

力の良いもの

では予後が良

好。 

・コミュニケー

ション障害や

学習障害が併

発 す る 場 合

は、それらに

よって予後が

影 響 を 受 け

る。 

・この障害の

みでは就労支

援 は 必 要 な

い。 
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報告書の構成 

序 章 概要 

 第１節 調査研究の目的 

 第２節 研究結果の概要 

  ２－１ 発達障害者に対する効果的な職業訓練事例集の作成 

  （１）発達障害に係る専門家等で構成する研究会を開催 

  （２）発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関するヒアリング調査 

  （３）発達障害者に対する効果的な職業訓練事例集の作成 

  ２－２ 発達障害のある人の職業訓練ハンドブックの作成 

  （１）発達障害に係る専門家等で構成する研究会を開催 

  （２）発達障害のある人の職業訓練ハンドブック内容の充実のためのヒアリング調査 

  （３）発達障害のある人の職業訓練ハンドブックの作成 

 第３節 まとめ 

第１章 発達障害者に対する効果的な職業訓練事例集の作成 

 第１節 事例集作成までの流れ 

 第２節 発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関する研究会の実施 

 第３節 発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関するヒアリング調査実施 

  ３－１ ヒアリング調査対象 

  ３－２ 調査結果 

第２章 発達障害のある人の職業訓練ハンドブックの作成 

 第１節 ハンドブック作成までの流れ 

 第２節 発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関する研究会の実施 

 第３節 発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関するヒアリング調査実施 

  ３－１ ヒアリング調査対象 

  ３－２ 調査結果 

第３章 発達障害について 

 第１節 発達障害の症状 

 第２節 発達障害の特徴 

 第３節 障害に対する現在の法的な支援体制 

 第４節 今後の支援の在り方 

資料 

 ヒアリング調査票 

 発達障害のある人の職業訓練ハンドブック 
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